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　破産手続は債務者に対 する救済の
一

つ の 手段

である。破産手続では、債務者が有 する資産を

複数の債権者 に対 してどのよ うに平等 に分配 し

ていくかが問題 となる 。

　破産手続に影響を及ぼすもの として破産法が

あげられる 。 破産法の主旨は 国に より異なる ．

そこで 、 世界各国で の破産法の 違い を検証する

と 、 い くつ かの パタ
ー

ンが発見された 。

一
部の

国々で は 、 信用供与が制限されて い る 。 信用供

与が制限されているため破産の 状況も相対的に

限られて い る。同 じよ うな状況 として考え られ

るの は、セー
フテ ィ

ーネ ッ トが整備されている

場合で ある 。 セー
フ テ ィ

ーネッ トは、結果的に

破産の 発生確率を抑えるこ とになる 。 しか しな

がら、信用供与が多額に存在する場合やセー
フ

テ ィ
ーネ ッ トが限定的なもの にと どま っ て い る

場合は、結果的に破産件数が多 くなるだろう。

破産 法 につ いて議 論 す る場 合、まず第 1 に、

国、社 会に限 らずその主 旨が重要 になる。た と

えば 、 罰則規定を重点的に取 り扱 う場舎 も考 え

られる 。 ある いは消費者保護 に主眼をおく可能

ll
生もある 。 しか しながら 、 保護その もの の本質

を考えると 、 破産の 原因を解明し 、 同じ状況 に

再度陥るこ とがない よう に解決して い くこ とま

で 検討 しなければな らな いの で ある。

　ア メ リカでは、モ
ーゲージ ・リフ ァ イナン シ

ング、つ まり住宅 ロ ー
ン の 借 り換えが盛ん に行

われて い る （図 1参照）。 その 総額は何十億 ド

ル に も上 る 。 持ち家を担保に 借入 をし、ク レ

ジ ッ トカー ドで 残高を全 て返済する 。 借り替え

現象が活発化する と延滞、さ らには破産 が多 く

発生 す る。 こ の 借 り換 えの プロ セス を、ク レ
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ジッ トカウ ンセ リングの 立場から検討する必要

がある 。

　また 、 消費者 に対する与信 総額が増額 す る

と 、 信用の質 は劣化 する傾 向 にある （図 H参

照）。 なぜ な ら 与信行為 を積 極 的に 行 うこ と

が、リ ス ク を増加さぜ る こ とに なるか らで あ

る。つま り延滞、破産件数が増加する 可能性が

増大するの である 。

　 図皿は、個人の 月々の 返済額が どの ように破

産 に影響 を及ぼすかを示 して い る。月々の返済

額が上昇すると、破産件数もそれ に合わぜ て上

昇 してい る 、 信用供与額だけでな く、返済負担

も高まる 。

　表 1か ら一
：
−MRの 消費者の 破産申請に 対する認

識の変化を検討する と、以 前に比べ て破産申請

に対 して リラ ッ クス した姿勢 （申請に 対する抵

抗感の低下）へ と変化して い るこ とがわか る 。

破産 申請が広 く一般的に受け入れ られてい るの

で ある。破産 申講者 に 対す る イ ンタ ビ ュ
ーで

は、破産 申請に際 して最も苦しいの は、破産 申

請をするか否か とい う決断であ っ た。しか しな

が ら、決断後の 破産申請の 段取 り、手続はそれ

ほど困難なもの で はなか っ た。 しか しなが ら、

全体の 半数弱の 人が、破産申講 によ り社会か ら

見下 されるこ とに なると認識して いる。全体の

4分の 1に上る人が、個人破産 申請を しなけれ

ばな らなか っ た事実が人生の失敗の証で あると

いう見方 をされて も仕方ない と回答 して いる。

しか しながら、も し再度苦 しい状況に陥っ た場

合もう一度破産申請をするかとい う質 問に対 し

て、大半が破産申請をするだろうと回答してい

る 。 事実アメ リカでは 、 繰 り返 し破産 をする人

が 10％ない し 、 1S％存在するの である 。

　ア メ リカの場合、 破産の 圧倒的な部分 を占め

て い るの が、個人による 自己破産申請で ある 。

破産 申請の 90％強が それに該当する部分で あ

る。その 申請に必要な時間は相対的に短時間で

ある。大半の該 当者 （70％）は7 章破産 申請を

している。7 章破産によ り、債務が全額免除に

なる 。 自己破産 申請その もの は難 しいもの では

ない 。 しか しながら 、 その 金銭 的負担 や損失

は 、 債権者側が最終的に損失として被 らなけれ

ばならない 債権額にとどまるもの ではない 。 破

産申請 には何百万 ドル もの リ
ーガル ・コ ス トが

かか るの で ある。平 均的な 自己破産 申請の 場

合、司法判断に伴う コ ス トは60万 ドル で ある 。

しか しながら、最終的な負担は数字で 計るこ と

の できるもの ばか りではな い。数字に置きかえ

る こ との 出来ない難しさが、現状の深刻さを表

して おり、数字で は計 るこ との で きない部分が

一
番肝心である。最終 的に破産申請 をする 5 年

ない しは、 7 年前か ら個人 は苦 しんで いるとい

羅
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う調査結果がある 。 たとえば 、 健康が阻害され

る 、 家庭内暴力 、 集中力が とぎれ事故を起こ し

て しまう 、 とい っ たこ とが報告されて いる 。 あ

るい は重度の うつ 病にかか っ て しまう、自殺行

為なども報告されて い る 。 表面上、個人による

破産 申請数 は、150万 人 とい われて い るが、数

字だけをとらえて分析するだけでは不十分であ

る．一人の 人が自己破産串請を正式にするの で

あれば、その 背後には5名ない し 7名の 破産申

請予備軍がい ると考え る のが妥当で ある 。 つ ま

り、破産予備軍問題を解決する場合、破産申請

をする人達だけで な く、延滞債務者を考慮に入

れる ことが重要にな っ て くるの である。

　個人破産の 申請者にはい くつ かの共通項が存

在する 。 まず第 1 の共通項 は、返済で きない ほ

どの 多額の 負債を抱え て い る ことで ある 。 しか

しながらその 原因は様々 で ある 。 不慮の事故に

よる場合、あるい は無知が原因、あるいは意図

的 に返済 で きな い 額を借 り入 れて しま っ たな

ど、原因は多種多様である。原因が様々で ある

か ら、ア ドバ イス を与え る側も、それぞれの 状

況に合 わせた ソリ ュ
ーシ ョ ン を提案しなければ

な らない 。 つ ま り、単に破産 申請 を進 めるこ と

が解決策で はな いの である。

　個人破産の 原因は、内的な もの と内的なもの

とに分類で きる。たとえば、個人の 性格が原因

表 ICurrent 　Attitudes　toward　Bankruptcy

。 About 　half（46％）believe　that　banlrruptcy　is‘‘

1nore

　 acceptable　now 　than　it　was 　10years　ago
”

・ About　half（47％）saw 　banlcruptcy　as　being　a ‘‘financial

　decision　like　any 　other
”

・ The　maj 　ority（57％）agreed 　that
‘‘bankruptcy　is　a　way 　to

　 start　over 　and 　to　overcome 　past　misfbrtune
”

・ About　one 　quarter（26％）thought　that　banlrruptcy　was 　a

　
‘‘

sign 　ofpersonal 　failure”

・ About 　half（47％）believed　that　others
‘‘looked　down 　on 　it”

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Rob 血 sog 　Jnsolven 【ッ Bulletin，1998
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でその ような状 況にな っ て しま う場 合もある

し、家庭環境が問題 となる場合もある。こ れら

は全て内的な要因としてまとめ られる 。 外的な

要 因 として は、 経済、社会、業界側 （マ
ー

ケ

テ ィ ング）、などが挙げられる 。

　現在ア メ リカは負債額の拡大が顕著にな っ て

いる 。 与信側 にも問題の
一
端がある。しか し債

権者だ けに問題があるわけではない。確か に、

いろいろなマ ーケテ ィ ング活動が展開され るこ

とによ り、このような状況に陥る個人が生 まれ

る場含もある。つ まり、将来 を見据えて計画で

きる消費者で ない と通用 しない時代にな っ てき

て い るの で ある 。 実際、誘惑の 種が溢れて お

り、 計画 して い なか っ たが衝動買い を して しま

う、という現象が多々発生 して いる 。

　ア メリカの 場合、特別な人が この ような状況

に陥るの で はない。一般的な人が陥 っ て い るの

であ る、また最 近の 現 象 と して、女性、若い

人、自営業 者の 占める 割合が大 きくな っ てい

る 。 なかには、その苦 しい状況 を克服するこ と

がで きる人も存在する 。 しか し、 克服できない

人が存在するの も確かで ある 。 克服で きる人 と

で きない人の 違い は何で あろう ， これは非常に

興味深い 研究テ
ー

マ で ある 。

　現在、ア メリカで は破産法改正につ いて 議論

が行われている。ア メリカでの 破産法改正の 基

本的な主旨は、従来の 容易に行 うこ とが可能な

自己破産申請を抑制する ことである 。 個人が保

有してい る資産調査を厳格に行 う 、 あるいは居

住地域において
一
定の 所得水準に満たないかど

うか、確認 する。どう し て その よ うな 状 況 に

陥 っ たか厳格に調査する ことにより、当該個人

が不正 により負債を蓄積して い る場合 、 破産プ

ロ セス の 対象外にす る、破産法の 改正にはまだ

問題も残 っ ている。た とえば、個人に対 し住宅

をどこまで資産と して 認めるか につ いて は、各

州様々な取 り扱 い をして い る 。 全く認めて い な

い州もあれば、何百万 ドル と認めている州 も存

在する。

η
冨 爵f勲 窄

「ヒ ：唔置 ・、

　担保権行使 ・差し押さえの 限定につ い て も議

論が ある 。 たとえば、 1万 ドル の 自動車を買 っ

た とする 。 同時にロ
ー

ンも引き出 して いて、そ

の総額が 1万 ドル としよ う。 も ともと 1万 ドル

か ら出発 して、 2年経過 した。現在の 自動車の

価値が5000ドルに下 が っ て いる という状況を仮

定する。5000ドル に対 して、担保が設定されて

いる部分に関 しては、債権者は担保権 を行使す

る ことによ っ て回収する ことができる。残りを

どの ようにして回収するのかが問題となる 。 今

回の破産法改正 の動きを考えると、主旨は運用

を厳格にするところ にある 。 回収が非常に 困難

にな っ た債権者として は 、 今まで 裁判を起こす

前に債務者と折衝する こ とによ り、契約通り返

済する約束を書面で 取 り付けるとい う処理が行

われて きた。これ を奨励 しな い制度に変えると

い うのが一
つ の大 きな主旨であ る 。

　ク レジ ッ ト会社は、月々 の最低返済額を返済

し続 げるの は消費者にと っ て有害なもの とな り

得ると書面で書 くべ きである。また、消費者に

対しては 、 破産 申請 をする前 にクレジ ッ トカウ

ンセ リングを受けることを義務づける 。 さ らに

債務免除後 、 教育を受けるべ きであろう 。 法改

正 による 効果がうまれるか どうかは、 い くつか

の条件に依存する 。 たとえば、経済環境の変化

が一
つの 条件と して あげ られ る 。 現状は13章破

産を奨励する方 向に加速 して いる。しか しなが

ら、13章 申請者の うち成功裏 にプロ セ スを完 了

して いるの は 3分の 1のみである。

　自己破産手続 は有効なツール として存続すべ

きで ある と考え る 。 ただ しそれと同時 にカ ウン

セ リングが非常に重要にな るの で ある 。 自由経

済、自由市場である限 り債権者、債務者双 JSが
一定の リス クを負わな ければならない仕組み に

な っ てい るこ とか ら、破産行為は最終的に認め

られ るべ きである。困難な状況に陥 っ て しま っ

た一
部の人達に対して 自己破産申請とい う手続

も救済の ツ
ー

ル として 存続すべ きである 。 ただ

し、その プロ セス を経て債務が免除されても、

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japan Academy of Personal Finance

NII-Electronic Library Service

Japan 　Aoademy 　of 　Personal 　Flnanoe

根本的な問題が残 されたままで ある 。 債務免除

後、どのよ うにア ドバイ ス して い くかが重要な

のである。

　今まで米国の状況につ いて議論して きた 。 し

かしながら、アメ リカは唯一とい っ て も過言で

はないほど簡単 に破産 申請ができる国である。

ヨ
ー

ロ ッ パ では破産 申請が社会的に受け入れ ら

れ難い状況 にあり 、 破産申請の よ うな制度が定

着して いない 。 ア メ リカは再度逆戻 りをする、

つまり容易に破産申請ができない ような制度に

転換しようとして いる 。 ア メ リカ の この 方向転

換は非常に有効で ある と考え られる 。 ア メ リカ

であれ、日本であれ、今日の 社会は複雑な制度

の下 に成 り立 っ て いる 。 これは個人向けの フ ァ

イナ ンス サービス で も同様 で あ る 。 だか ら こ

そ、きちん と情報 を与えられ、個人が判断でき

るだけの 教育、ア ドバイス を受け られるよ うな

社会を考えなければな らない 。 ど こまで制度を

整備しても 、 啓蒙活動を展開 しても結果的に困

難な状況に陥る人が生まれて しまうのが現実な

ので ある 。 そのよ うな個人をどの ように 、 で き

るだけ早 く救済して い くか考えなければならな

い 。 早 い時期に教育を行う程 、 成功の確率も上

がる 。 それで もやは りケー
ス バ イ ケー

スで 判断

しなければな らな い。社 会の 当事者全員が、立

場 に関わ らず責任 があるの は当然の こ とで あ

り、社会的に整備する必要があるの はい うまで

もない 。 その 中で 、 業界側、 会社側として で き

ることがある 。 業界の
一

般的な組織を考えて み

ると与信部、回収部と部門が分れて い るの が一

般的である。しか しながら、相互の 連携 を高め

ていく必要がある。与信部は、ロ ー
ンによ り将

来的に問題 を生み 出す可能性 を左右する場であ

り、逆に回収部は問題を解決する 部門になる も

の と考えられる 。 しか しお互 いの 間で
II青報 を交

換する、コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン をする ことによ っ

て最終的に有効な制度になるの で ある。

　こ の 分野 は、学会と して も研 究の 歴 史が浅

い 。 こ こ30年ア メ リカで は研究が行われてきた
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もの の 、複数のフ ァ クタ
ー
がどのように作用 し

て い るのか につ い ては研究が進んでいな い。現

象をと らえ、説明 を展開 して い くの は容易であ

るが 、 そこ に存在するフ ァ クタ
ー

を整理 し、体

系的に リサー
チ して 検証する こ とが 、 今後の 課

題である。
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